
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下、 

「ＰＲＴＲ法」という。）の届出対象事業者であるか否かの判断方法 等に関する資料 

 

※本資料に使用している図などは、以下の経済産業省ホームページから引用しました。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．貴社が以下に示すＰＲＴＲ法の対象業種であるかを確認してください。（兼業している業種が

1つでも該当すれば対象となります。） 
※より詳細な業種区分や、業種の概要については以下の URL からご確認ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/gyoushukubun.pdf 

 

 

※対象業種に該当しない場合、ご確認は以上となり、その他にご対応いただくこと

はありません。（２.以降、ご確認いただく必要はありません。） 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/3.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

２． （１.において）対象業種であった場合、以下の判定フローでＰＲＴＲ法の届出対象事業者に該当

するか否かを確認してください。なお、対象となる物質等については、別途、経済産業省ホーム

ページ（https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html）等でご確認 

ください。 

 

   

 

３．上図の判定フローにおいて対象物質の排出・移動量の届出が必要に該当する、かつ、第一種

指定化学物質を（一定量以上）含む又は付着している産業廃棄物をエコパークいずもざきに

搬入されている場合、「（別紙２）廃棄物の発生工程及び性状等」に必要事項を記入し 

ご提出いただく必要があります。 

※本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が 21 人以上の事業者 
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注意・補足 

・当事業団では、貴社がＰＲＴＲ法の届出対象事業者であるか否かに関する判断はできかねます 

のでご了承願います。なお、該当するかどうか不明な場合は各種ホームページでお調べいただ 

くか、県等自治体にご確認願います。 

・ＰＲＴＲ法の届出対象事業者である場合、これまでに自治体または独立行政法人製品評価技術

基盤機構（ＮＩＴＥ）宛てに関係書類を提出されているかと思われますので、併せてご確認い

ただきますようお願いいたします。 

 

以上 

（注）『特別要件施設』がある場合、届出対象事業者に該当します。 

［参考］https://www.nite.go.jp/data/000007838.pdf 

 

   

 


